
2019年12月17日

Japan tax alert
EY税理士法人

EU、国別報告書を一般公表
する提案の承認に至らず

EYグローバル・タックス・アラート・ 
ライブラリー

EYグローバル・タックス・アラートは、オン
ライン/pdfで以下のサイトから入手可
能です。
http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/
International-Tax/Tax-alert-library%23date

エグゼクティブサマリー
2019年11月28日に開催された欧州連合（EU）競争力理事会（COMPET）の 
会合では、税源浸食と利益移転（BEPS）行動13の国別報告書（CbC報告書）に含
まれる税務および財務情報を一般に公表すべきかどうかについて、EU現加盟国
28カ国の大臣による投票が行われましたが、議決に至りませんでした。

EU加盟国のうち、本提案に賛成票を投じたのは14カ国（ベルギー、ブルガリア、
デンマーク、フィンランド、フランス、ギリシャ、イタリア、リトアニア、オランダ、ポー
ランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、およびスペイン）、反対票を投じたの
は12カ国（オーストリア、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、エストニア、ハンガ
リー、アイルランド、ラトビア、ルクセンブルク、マルタ、スロベニア、およびスウェ
ーデン）でした。ドイツは棄権し、英国は投票できませんでした。

COMPETは、EU全加盟国の貿易、経済、産業、研究・イノベーション、および宇宙
担当大臣が参加する会議体です1。EUの制度上、本来は租税政策問題を討議す
る場ではありませんが、問題の指令が租税指令ではなく会計指令であることか
ら、COMPETにおいて今回の投票が実施されました。今回の投票は会計指令
2013/34/EU（以下、「本指令」）を改正すべきかどうかをめぐって実施されたも
のです。特定多数決（QMV）方式の下で、指令改正案の可決には16カ国以上の賛
成票が必要とされていました。

今回のCOMPETの会合に先立ち、キプロス、チェコ共和国、エストニア、ハンガリ
ー、アイルランド、ラトビア、ルクセンブルク、マルタ、スロベニア、およびスウェー
デンは本提案に反対する共同声明を発表し、「COMPETはこの提案への全般的
なアプローチを採択するための適切な場でない」と主張していました。
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本指令が改正された場合、適用対象の多国籍企業（MNE） 
または独立系企業（過去2事業年度の連結合計売上高が連
続して7億5,000万ユーロ（約8億3,000万米ドル）を超えた 
企業）は、各EU加盟国で納付した法人所得税額を含むさまざ
まな税務関連情報を開示しなければならないとされていま 
した2。

本指令の改正は、今回の投票では結果的に法制化に至りませ
んでしたが、今後修正の上で、2回目のCOMPETでの採決に
かけられる可能性があります。

今回のCOMPETの投票は、新しい譲歩案（コンプロマイズ 
ペーパー）3の最初の提示（ファーストリーディング）に基づ
いて実施されました。当該譲歩案では、機密情報の公表を各
EU加盟国が6年間延期することのできる適用除外ルールが、 
議長国であるフィンランドから提案されています。これ
は、2019年1月の譲歩案4に含まれている4年間の適用除外
ルールを延長するものとなっています。

詳細
背景
2 0 1 6年4月1 2日、欧州委員会は本指令（会計指令
2013/34/EU）の改正を提案しました。この提案は、税源浸食
と利益移転（BEPS）に関する経済協力開発機構（OECD）の作
業、特にCbC報告書に関する行動13に基づくものでした。ただ
し、この提案はさらに一歩踏み込み、EU域内で事業を営む大
規模MNEおよび独立系企業が、法人所得税情報（利益、収益、
税額および従業員数の内訳を含む）を作成し、当該企業のウェ
ブサイト上で一般に開示することを要求していました。

この欧州委員会の提案は、欧州連合の機能に関する条約
（TFEU）第50条（1）に基づいていました。この提案の法
的根拠について、会社法作業部会は2016年7月13日、EU
理事会法務局に書面による意見を求めました。特に、TFEU 
第5 0条（1）（特定多数の賛成が必要とされる）に代わ
り、TFEU第115条（全会一致の賛成が必要とされる）を法的
根拠としてこの提案を採択すべきであるかどうかが論点とな
りました。2016年11月11日、EU理事会法務局は、この提案
がTFEU第115条に基づいて採択されなければならないと結
論付けました。しかしながら、法的根拠がEU理事会によって変
更されるためには全会一致が必要とされています。

これに続いて、欧州議会法務委員会が、手続規則39（3）に 
従い、本指令の改正提案の法的根拠に関する意見を提供す
ることを自主的に決定しました。同委員会は、透明性と市民
の監視の間には関連性があるとみなし、2017年1月12日、
この提案がTFEU第115条ではなくTFEU第50条（1）に基づ
いて採択されなければならないと結論付けました。この意見

は、2016年11月に加盟国理事会に対して与えられた法的助
言を否定するものでした。

EUの会合と投票
11月28日に開催されたCOMPETの会合では、EU加盟国の
経済・財務大臣による投票が行われましたが、議決に至りませ
んでした。QMVの下で、指令改正案の可決には16カ国以上の
賛成票が必要とされていました（一方、TFEU第115条に基づ
く租税関連の提案の可決には、全会一致の賛成が必要とされ
ます）。

TFEU第50条（1）に基づく法案の採決にあたっては、各EU加
盟国に人口で加重された数の票を与える方式による多数決投
票が行われます（これに対し、TFEU第115条の下では、各EU
加盟国に1票を与える方式が用いられます）。

今回のCOMPETでは、英国が投票できず、またドイツが投票
を棄権しました。残る26カ国のうち、本提案に賛成票を投じた
のは14カ国、反対票を投じたのは12カ国でした。

今回の投票は、譲歩案（コンプロマイズペーパー）（理事会 
ペーパー14038/19）の最初の提示（ファーストリーディン
グ）に基づいて実施されました。当該譲歩案では、MNEの 
機密情報の公表を6年間延期することのできる適用除外ルー
ルが、EU理事会議長国であるフィンランド5（任期は2019年
12月31日まで）6から提案されています。

今回の投票で指令改正案が可決されていた場合には法制化
に至ったであろうと思われますが、その場合、影響を受けるす
べてのEU加盟国が、無効化を求めて欧州司法裁判所に不服
申立てを行う権利を持つことになります。

影響
可決に至らなかったとはいえ、今回行われた本指令の改正に
関する投票は、税務と財務の透明性が、新体制の欧州議会お
よび欧州委員会にとって最優先の議題であることを示してい
ます。今回の改正が採択されていた場合には、EU域内に本拠
を置く企業とEU域外に本拠を置く企業の双方にとって、さま
ざまな影響が生じたであろうと思われます。また、企業にとっ
て、ビジネス上の機密情報や企業秘密が将来的に完全に保護
されるのかどうかについての重大な懸念が抱かれています。

さらに今後、CbC報告書の情報を一般に公表するかどうかの
問題が再び提起され、比較的近い将来に投票が行われると 
予想されます。早くも、12月5日に開催される次回のECOFIN
会合7で、スウェーデン代表団は本提案の法的根拠に関する 
懸念をEU理事会に伝える予定です。これについてスウェー 
デン代表団は、自国の見解を示した文書をEU理事会に提出し
ました8。
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ください。
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巻末注
1. https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/configurations/compet/ をご参照ください。

2. 適用範囲および報告対象項目に関する網羅的な情報については、EY Global Tax Alert 2017年7月7日付、European Parliament votes in favor of public 
Country-by-Country reporting in first reading をご参照ください。

3. 当該指令改正の作成を担当する作業部会が各EU加盟国にとって受入可能と予想する一連の修正条項を含む、会合に先立って作成される文書。

4. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5134-2019-INIT/en/pdf

5. https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/presidency-council-eu/

6. 2020年1月1日にクロアチアが後任の議長国に就任する予定です。

7. https://www.consilium.europa.eu/media/41619/05-ecofin-provisional-agenda.pdf

8. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14810-2019-INIT/en/pdf

本アラートに関するお問い合わせは、下記担当者までご連絡ください。
EY税理士法人
須藤 一郎 パートナー ichiro.suto@jp.ey.com
ヨアヒム・ストッブズ パートナー joachim.stobbs@jp.ey.com

最後に、英国のEU離脱後に欧州の政策決定の力学が変化す
る可能性があること、またQMVが導入された場合には特に小
規模なEU加盟国が将来より積極的に租税政策を主導できる
可能性があることも注目に値します。したがって企業は、欧州
委員会、欧州議会、およびその他のEU機関の活動を注意深く
見守り、こうしたさまざまな租税の動向を継続的に把握する必
要があります。
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